
 

令和５年度 

市民税のしおり 
 

 

  

 

 

 

 

 

釧路市財政部市民税課 

 



はじめに 

 

釧路市は、市民の皆さんが毎日安全で安心して生活できる

ように、いろいろな行政活動を行っています。 

たとえば、福祉・医療・教育・文化・スポーツなどにかか

わる公共サービスの充実・提供、港湾・道路・公園などの公

共施設の整備、災害の防止やその復旧など、私たちの生活に

密着したたくさんの活動をあげることができます。 

そして、このような行政の活動に必要な経費を、皆さんは

『税』というかたちで負担しあっています。 

 

この 『市民税のしおり』 は、税金の使いみちや、市民税

（個人市民税、法人市民税）の仕組みなどについてわかりや

すくまとめたものです。 

このしおりを通じて、今まで以上に市民税について理解を

深めていただければ幸いです。 
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個人の市民税
35%

法人の市民税
7%

固定資産税等
40%

都市計画税
7%

市たばこ税
8%

その他
3%

市税

209.9億円
21%

諸収入
36.1億円

4%
使用料等
70.8億円

7%

国庫支出金

203.5億円
21%

地方交付税

257.2億円
26%

市債

80.3億円
8%

道支出金等

124.2億円
13%

市税は財政のかなめ 

●釧路市の令和５年度一般会計予算 

釧路市の令和５年度一般会計予算（当初）の歳入に占める市税の割合は、約21％ 

（209.9億円）です。市税は本市の貴重な財源となっています。 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市税の内訳 

一般会計歳入予算の市税総額 209.9 億円のうち、市民税は約 42％（約 89 億円） 

を占めています。

歳 入 

982.0 億円 

市民税 市 税 
209.9 億円 

令和５年度歳入内訳 
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総務費、商工費など

127,579円

21%

民生費

207,600円

33%

職員費

66,396円

11％

公債費

75,551円

12%

諸支出金

60,149円

10％

土木費

39,505円

6%

教育費

40,778円

7%

●市税の負担額 

１ 人 あ た り １３２，００７円 

１世帯あたり ２２７，１５４円 

（令和５年度当初予算と人口・世帯数より） 

 

●予算の使いみち 

 

歳出〔 当初総額 982 億円、１人あたり 617,556 円 〕 

 

 

市民活動の支え、各
産業の振興・ごみ処
理、そして市役所の
管理運営等に 

福祉、医療（乳幼児・高齢者・
障がい者等への助成）、保育
所・児童館の運営、介護・保
健事業、扶助費等に 市職員の給与等に 

市が借りたお金の返
済と利息の支払いに 

公共用地の取得や 
特別会計・企業会計
への支出に 

道路・公園 
等の整備に 

学校教育・ 
生涯学習 
等に 
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個人の市民税 

市民税には「個人の市民税」と「法人の市民税」とがあります。 

そして、個人にかかる市民税と道民税をあわせて「個人住民税」といいます。 

また、法人の市民税は、釧路市内に事業所などがある法人(会社など)にかかります。 

 

●個人の市民税を納めていただく方 

個人の市民税は、その年の 1 月 1 日現在で釧路市内に住所がある方、住所が他の

市町村にあっても現に釧路市内に居住されている方などに、課税されます。 

税額は、一律に課される「均等割」と、所得に応じて課される「所得割」によっ

て計算されます。  

 

賦課期日と課税地の関係 
 

        賦課期日（１月１日） 
 

 

 

 

（過去）                    （現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※課税地（住民税を納める市町村）は｢賦課期日｣（1 月 1 日）現在の住所で判断されます。 

 

釧路市民 Ａ市(町村)の住民 

Ａ市(町村)の住民 釧路市民 

釧路市 

課税地は？ 

Ａ市(町村) 

引越 

釧路市民 Ａ市(町村)の住民 

Ａ市(町村)の住民 釧路市民 釧路市 

Ａ市(町村) 
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●市民税が課税されない方 

 

●次の方には、均等割・所得割とも課税されません。 

● 生活保護法による生活扶助を受けている方 

● 障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が 

135 万円（給与収入にすると 2,043,999 円）以下の方 

（ひとり親
おや

、寡婦
か ふ

とは） 

要 件 ひとり親 寡   婦 

①死別・離

別の区分 

婚姻歴や性別にかかわら

ず、本人が現に婚姻をし

ていない者または配偶者

の生死の明らかでない者 

ひとり親に該当せ

ず、夫と死別した後

婚姻をしていない

者、または夫の生死

の明らかでない者 

ひとり親に該当せず、夫

と離婚した後婚姻をし

ていない者 

②扶養親族 

等の有無 

生計を一にする子（他の

人の同一生計配偶者や扶

養親族となっている者を

除く）で、前年の総所得

金額等が48万円以下の者

を有していること 

有無を問わない 

扶養親族（他の人の同一

生計配偶者や扶養親族

となっている者を除く）

で、前年の合計所得金額

が 48万円以下の者を有

していること 

③所得制限 合計所得金額が 500 万円以下 

    

●税負担の軽減を図るため、扶養する人数によって均等割または所得割が課税さ

れない仕組みになっています。 

   （扶養人数と、市民税が非課税となる金額の早見表） 

扶養人数 
均等割が課税されない 

所得金額（給与収入のみの場合） 

所得割が課税されない 

所得金額（給与収入のみの場合） 

0 42 万円（   970,000 円）以下 45 万円（1,000,000 円）以下 

1 人 93 万円（ 1,480,000 円）以下 112 万円（1,703,999 円）以下 

2 人 125 万円（1,903,999 円）以下 147 万円（2,215,999 円）以下 

3 人 157 万円（2,359,999 円）以下 182 万円（2,715,999 円）以下 

4 人 189 万円（2,815,999 円）以下 217 万円（3,215,999 円）以下 

5 人 221 万円（3,271,999 円）以下 252 万円（3,703,999 円）以下 

※扶養人数 6 人以上省略 

（例）夫・妻（収入なし）・子供 2 人の場合（扶養人数は 3 人） 

● 前年中の所得金額が 157 万円までのときは、均等割も所得割も課税されません。  

● 前年中の所得金額が 157 万円を超え、182 万円までのときは、均等割のみ課税されます。  

● 前年中の所得金額が 182 万円を超えるときは、均等割と所得割の両方が課税されます。  
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●税の申告 

公平適正な課税のため、個人住民税の申告が必要です。（提出先は１月１日現

在に住んでいる市町村です）ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要は

ありません。 

● 前年中に所得がなかった方 

● 税務署に確定申告をした方 

● 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方 

     ● 前年中の収入が公的年金等のみで、年金の支払者から公的年金等支払報告書

が提出されている方。 

※年末調整ができない医療費控除や雑損控除等の適用を受けようとする場合は、

所得税の確定申告、または個人住民税の申告が必要です。また、所得に関す

る証明書（非課税の証明書等）が必要な方は、個人住民税の申告が必要です。 

なお、公的年金の収入が 400 万円以下で、公的年金以外の所得の金額が 20

万円以下の方は確定申告をする必要はありません（還付申告を除く）が、公

的年金等支払報告書に記載されていない控除の適用を受ける場合や公的年金

以外の所得がある場合など、個人住民税の申告が必要になる場合があります。 

●申告の期間 

申告書の提出期間は、３月１日から３月１５日までです。（３月１５日が土

日祝日の場合は、その翌日までとなります） 

阿寒町と音別町の行政センターでの申告期間については、各行政センター通

信をご覧ください。 

（土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後４時３０分まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得の「申告」とは  
確定申告：税務署に所得税の申告を行うことです。この申告をした場合、 

個人住民税の申告は必要ありません。 

個人住民税の申告：釧路市に住民税の申告を行うことです。この申告は 

確定申告を兼ねませんので注意してください。 

所得税・個人住民税が課税されている方で、  
下記に該当する場合は申告を忘れずに！  

●家を購入したので、住宅ローン減税の対象になる。 

●医療費を1年に10万円、又は総所得金額等の５％以上支出した。 

また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を1万2千円超購入した。 

●障害者手帳の交付や 65 歳以上の方で要介護認定を受けた。 

●ふるさと納税（ワンストップ特例制度の対象者は除く）をした。等 

※ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行う際に納税先の市町村に特例

の適用に関する申請書を提出することで、申告を行わなくてもふるさと納税

についての寄附金控除を受けられる制度。寄付先が 5 団体超える場合及び

自営業、医療費控除等申告が必要な場合は特例の適用は受けられないため、

確定申告または個人住民税の申告が必要となります。 
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●税額の計算 

 

 

 

 

➊均等割額 

均等割額は右の金額です。 

 

  ※東日本大震災を背景とした防災施策事業の実施にあたり、災害に強いまちづくり

の財源の一部とするため、平成２６年度から１０年間、均等割額が変更されます。

本来は、市民税（年額）が３，０００円、道民税（年額）が１，０００円です。 

 

 ➋所得割額 

  所得割額の計算は、次のように所得金額から所得控除額を差引いた課税所得金

額に税率をかけて求めます。 

 

  

   

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※課税短期譲渡所得・課税長期譲渡所得・上場株式等に係る配当所得・株式等に係

る課税譲渡所得等・先物取引に係る課税雑所得等の税率は異なります。 

個人住民税（市・道民税） 

➊均等割額 ➋所得割額 

●市民税（年額）3,500 円 

●道民税（年額）1,500 円 

 

× ＝ － 

 
所 得 金 額 

－ 

所  得  控  除 
●医療費控除 

●社会保険料控除 

●生命保険料控除 

●配偶者控除 

●扶養控除 

●基礎控除 など 

 

 

 

市民税 
6％ 

道民税 
4％ 

※ 税  率 

 

くわしくは 7 ペ

ージ以降をご参

照ください。 

くわしくは 10 ペー

ジ以降をご参照くだ

さい。 

 

税  額  控  除 

●調整控除 

●住宅ローン控除 

●寄附金税額控除 

など 

くわしくは 16 ページ

以降をご参照くださ

い。 

 

●事業所得 

●不動産所得 

●給与所得 

●配当所得 

●譲渡所得 

●雑所得 など 

所
得
割
額 

課
税
所
得
金
額 

※ 

税 
 

率 

税 

額 

控 

除 
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●所得の種類と計算 

 

主な所得の種類と、それぞれの所得金額の計算方法は次のとおりです。 

所 得 の 種 類 所 得 金 額 の 計 算 方 法           

1 利 子 所 得 
公債・社債・預貯金等の利

子（源泉分離分を除く） 
収入金額 

2 配 当 所 得 株式や出資の配当等 
収入金額－株式等の元本取得のために要

した負債の利子 

3 不動産所得 地代・家賃・権利金等 収入金額－必要経費 

4 事 業 所 得 
農業・漁業・製造業・医師

等の事業から生じる所得 収入金額－必要経費 

5 給 与 所 得 給料・賃金・賞与等 ８ページ①をご参照ください 

6 退 職 所 得 退職金・一時恩給等 ８ページ②をご参照ください 

7 山 林 所 得 
山林の伐採や譲渡による

所得 
収入金額－必要経費－特別控除額 

8 譲 渡 所 得 

資産の譲渡による所得 

（土地建物等、株式の譲渡

以外） 

収入金額－資産の取得価格等の 

経費－特別控除額 

（長期譲渡所得の場合 1/2 が課税対象） 

9 一 時 所 得 

生命保険の満期返戻金・競

馬の払戻金・クイズの賞金

等 

収入金額－必要経費－特別控除額 

＝一時所得金額（1/2 が課税対象） 

10 雑 所 得 

原稿料等、他の所得にあて

はまらない所得や公的年

金等 

次の①と②の合計額 

① 公的年金は、9 ページ③をご参照ください。 

 （収入金額－公的年金控除額） 

② 上記①を除く雑所得 

（収入金額－必要経費） 

   

※この他、短期譲渡所得・長期譲渡所得・上場株式等に係る配当所得・株式等に係

る譲渡所得等・先物取引に係る雑所得等があります。       
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➊給与所得 

    給与所得については、必要経費に代わるものとして、給与所得金額に応じて 

算出した給与所得控除額を収入金額から差し引きます。 

   所得金額調整控除が適用となる方は、所得金額調整控除を給与所得金額から 

差し引きます（９ページをご参照ください）。 

（源泉徴収票の支払金額が「収入金額」に該当します） 

給 与 所 得 控 除 額 の 速 算 表                   

収入金額 給 与 所 得 控 除 額           

１ 161 万 9 千円未満 55 万円 

２ 161 万９千円以上 180 万円未満     収入金額×40％－  10 万円 

３ 180 万円以上   360 万円未満     収入金額×30％＋   8 万円  

４ 360 万円以上      660 万円未満     収入金額×20％＋  44 万円 

５ 660 万円以上     850 万円未満     収入金額×10％＋110 万円 

６ 850 万円以上 195 万円 

       ※給与収入に応じ「給与所得控除後の給与等の金額」が定められていますので、この速 

算表と一致しない場合があります。この他、特定支出控除もあります。 

 

➋退職所得 

    原則として、他の所得と区分して退職手当等の支払いの際に支払者が次の式に

よって税額を計算し、退職手当等から差し引いて、市民税と道民税をあわせて課

税する市町村に納入することとされています。 

 

 

〔注 1〕法人役員等としての勤務年数が 5 年以下の人は 1/2 控除はありません。 

〔注 2〕「退職所得控除額」は、退職した方の勤続年数に応じて次のように計算します。 

勤 続 年 数  退  職  所  得  控  除  額  

20 年超過 70 万円 ×（勤続年数－20 年）＋800 万円 

20 年以下 40 万円 × 勤続年数 

     ※勤続年数が 2 年以下の場合には、上記によらず、控除額は一律 80 万円とされます。 

※障害者となったことが直接の原因で退職する場合には、上記により算出された金額 

に 100 万円が加算されます。 

また、令和 4 年 1 月 1 日以後に支払われる役員等以外としての勤続年数が５

年以下の者への退職手当について、（退職手当等の額－退職所得控除額）の額

が 300 万円を超える場合は退職所得の金額を次のように計算します。 

 

●退職所得の金額 ＝（退職手当等の額－退職所得控除額注２）×1/2 注 1 

●税 額 ＝ 退職所得の金額 × 税率(市 6％、道 4％) 

●退職所得の金額＝150 万円＋{退職手当等の額－(300 万円＋退職所得控除額)} 
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❸公的年金 

公的年金等控除額は､受給者の年齢により次のようになります。 

年 金 所 得 控 除 額 の 速 算 表 

受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公 的 年 金 控 除 額           

 
65 歳未満 

 

昭和 33 年１月２日 

以降の生まれ 

130 万円未満 60 万円 

130 万円以上 410 万円未満 年金収入×25％＋ 27 万 5 千円 

410 万円以上 770 万円未満 年金収入×15％＋ 68 万 5 千円 

770 万円以上 1000 万円未満 年金収入× 5％＋145 万 5 千円 

1000 万円以上 195 万 5 千円 

 
65 歳以上 

 

昭和 33 年１月 1 日 

以前の生まれ 

330 万円未満 110 万円 

330 万円以上 410 万円未満 年金収入×25％＋ 27 万 5 千円 

410 万円以上 770 万円未満 年金収入×15％＋ 68 万 5 千円 

770 万円以上 1000 万円未満 年金収入× 5％＋145 万 5 千円 

1000 万円以上 195 万 5 千円 

    ※年金所得以外の合計所得金額が１０００万円を超える場合は、計算式が異なります。 

 

所得金額調整控除 

特定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得から 

控除するというものです。 

以下の場合に適用となり、給与所得から控除を行います。 

 

➊子ども・特別障害者等を有する者等 

給与収入額が850万円を超え、本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが 

特別障害者である場合、または23歳未満の扶養親族がいる場合 

 「所得金額調整控除額」＝（給与収入額－850万円）×0.1 （上限15万円） 

  

➋給与所得と年金所得の双方を有する者 

給与所得と年金雑所得がある場合で、給与・年金所得控除後の給与所得額と 

公的年金雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合 

 「所得金額調整控除額」＝（給与所得＋公的年金雑所得）－10万円※ 

 

※給与所得および公的年金雑所得の上限はそれぞれ10万円です 
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●所得控除の種類と計算 

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族

があるかどうか、病気や災害等による臨時の出費があるかどうかなどの個人的事

情を考慮して、所得金額から次の金額を差引くことになっています。 

控除の種類 要 件 等  控 除 額  

１ 雑損控除 

納税義務者や生計を一にする親

族で所得が一定金額以下のものの

有する資産について、災害や盗難

等（当該災害等に関連してやむを

得ない支出をした場合を含む）に

より損失を生じた場合 

次の①か②のいずれか多いほうの金額 

①（損失の金額－保険金等により補塡された額） 

―（総所得金額等×１／10） 

② 災害関連支出の金額－5万円 

２ 医療費控除 

納税義務者や生計を一にする親

族のために医療費を支払った場合

（右のいずれかを選択適用） 

医療費控除 

（支払った医療費－保険金等で補填された金額） 

－（総所得金額等の5％又は10万円のいずれか少

ないほうの金額）   ※限度額200万円 

医療費控除の特例…セルフメディケーション税制 (注1) 

３ 
社会保険料 

控除 

納税義務者や生計を一にする親

族のために健康保険・国民年金・

介護保険・雇用保険等の保険料を

支払った場合 

支払った保険料の全額(注2) 

４ 
小規模企業 

共済等掛金 

控除 

小規模企業共済制度に基づく掛

金又は確定拠出年金法に基づく個

人型年金加入者掛金等を支払った

場合 

支払った保険料の全額 

５ 
※地震保険料

控除 

特定の損害保険契約等に係る地

震等損害部分の保険料や掛金を支

払った場合 

 

 

★地震保険料の範囲の説明 

 

①地震保険料控除 

～特定の損害保険契約等に係

る地震等損害部分の保険料や

掛金 

 

②旧長期損害保険料控除 

～平 成 18年 12月 31日 

までに締結した長期損害保

険契約等に係る損害保険料 

①地震保険料控除金額の計算 

支払保険料 控除金額 

50,000円以下 
支払保険料の合計額 

×1／2 

50,000円を超える 25,000円 

②旧長期損害保険料控除金額の計算 

支払保険料 控除金額 

5,000円以下 支払保険料の全額 

5,000円を超え 

15,000円以下 

支払保険料の合計額 

1／2＋2,500円 

15,000円を超える 10,000円 

※地震保険料控除の上限は25,000円 

控除区分 上限額 

①地震保険料控除 25,000円 

②旧長期損害保険料

控除 
10,000円 

①、②の合計 25,000円 

それぞれ計算した①地震保険料控除、②旧長

期損害保険料控除を合計した控除金額の上限

は25,000円です。 

    〔注1〕セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）については、15ページをご参照ください。 

〔注2〕公的年金等から差し引かれている（年金から特別徴収により納付されている）国民健康保険料・後期高 

齢者医療保険料又は介護保険料は、差し引かれた本人以外の控除の対象とはなりませんのでご注意ください。 
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控除の種類 要 件 等  控 除 額  

６ 
※生命保険料

控除 

保険金等の受取人のすべてをそ

の保険料の払込みをする者又はそ

の配偶者その他の親族とする生命

保険料を支払った場合 

 

 

★生命保険料の範囲 

 

①一般生命保険料控除 

～生命保険契約等の保険料や

掛金 

 

②個人年金保険料控除 

～個人年金保険契約等の保険

料や掛金 

 

③介護医療保険料控除 

～生命保険会社等と締結した

契約のうち、医療費用保

険、医療保障保険、介護費

用保険、介護保険等の保険

料や掛金 

★新契約と旧契約について 

平成24年1月1日以後、生命保

険会社又は損害保険会社と締結し

た生命保険契約等（以下「新契

約」という）に係る保険料につい

ては、これまでの①一般生命保険

料控除と②個人年金保険料控除の

他に、③介護医療保険料控除が創

設されました。 

なお、平成23年12月31日以前

に締結した生命保険契約等（以下

「旧契約」という）に係る保険料

については、従前の生命保険料控

除が適用になります。 

1、旧契約に係る控除金額の計算 

①一般生命保険料控除 

②個人年金保険料控除 

（①、②それぞれ計算します） 

支払保険料 控除金額 

15,000円以下 支払保険料の全額 

15,000円を超え40,000

円以下 

支払保険料の合計額 

×1／2＋7,500円 

40,000円を超え 

70,000円以下 

支払保険料の合計額 

×1／4＋17,500円 

70,000円を超える 35,000円 

 

2、新契約に係る控除金額の計算 
①一般生命保険料控除 

②個人年金保険料控除 

③介護医療保険料控除 

（①、②、③それぞれ計算します） 

支払保険料 控除金額 

12,000円以下 支払保険料の全額 

12,000円を超え 

32,000円以下 

支払保険料の合計額 

×1／2＋6,000円 

32,000円を超え 

56,000円以下 

支払保険料の合計額 

×1／4＋14,000円 

56,000円を超える 28,000円 

 

3、旧契約と新契約の控除金額の合計 
契約区分 上限額 

旧契約と新契約を 

合計した場合 
28,000円 

旧契約のみ 35,000円 

新契約のみ 28,000円 

 

①一般生命保険料控除または②個人年金保険

料控除ごとに旧契約と新契約がある場合、

合計して控除額を計算しますが、それぞれ

の上限額は28,000円です。 

ただし、旧契約のみで控除金額が28,000円

を超える場合は旧契約のみの控除金額（上

限35,000円）となります。 

 

4、生命保険料控除の上限は70,000円 
控除区分 上限額 

①一般生命保険料控除 35,000円 

②個人年金保険料控除 35,000円 

③介護医療保険料控除 28,000円 

①、②、③の合計 70,000円 

それぞれ計算した①一般生命保険料控除、②

個人年金保険料控除、③介護医療保険料控除

を合計した控除金額の上限は70,000円です。 
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控除の種類 要 件 等  控 除 額  

７ ※障害者控除 
納税義務者又は同一生計配偶者・

扶養親族が障害者の場合 

①障害者1人につき           26万円 

②特別障害者の場合           30万円 

③特別障害者である同一生計配偶者や扶

養親族が、納税義務者またはその配偶者

もしくは納税義務者と生計を一にする親

族と同居を常としている場合  53万円 

８ ※寡婦控除 
（「寡婦」については4ページをご

参照ください） 
26万円 

９ 
※ひとり親控

除 

（「ひとり親」については4ページ

をご参照ください） 
30万円 

10 
※勤労学生控 

 除 

本人が勤労学生で、合計所得金額

が75万円以下で、自己の勤労によ

る事業所得・給与所得・退職所得・

雑所得以外の所得が10万円以下の

場合 

26万円 

11 ※配偶者控除 

納税義務者と生計を一にする配偶

者で、合計所得が48万円以下の場

合 

納税義務者の所得に応じた控除額（注3） 

12 
※配偶者 

特別控除 

納税義務者と生計を一にする配偶

者で、合計所得が48万円を超え133

万円以下の場合 

納税義務者および配偶者の所得に応じた

控除額（注3） 

13 ※扶養控除 

納税義務者と生計を一にする親族 

（配偶者を除く）で、合計所得金額

が48万円以下の方を扶養親族とい

い、右のいずれかの控除を適用 

①扶養親族（下記②～⑤以外の方） 

１人につき         33万円 

②老人扶養親族（年齢70歳以上の方） 

１人につき         38万円 

③上記②のうち納税義務者またはその配

偶者の直系尊属で、納税義務者または

その配偶者と普段同居している場合  

45万円 

④特定扶養親族（年齢19歳以上23歳未満

の方）１人につき          45万円 

⑤年少扶養親族（16歳未満の扶養親族） 

均等割、所得割の非課税判定・寡

婦・寡夫の扶養人数として数えます。

（4頁をご参照ください） 

扶養控除としての控除額は0円です。 

 また、年少扶養親族が障害者の場合、

障害者控除が受けられます。 

14 ※基礎控除 
合計所得金額が2500万円以下であ

るすべての納税義務者に適用 

本人の合計所得金額により変動 

①2400万円以下       43万円 

②2400万円超～2450万円以下 29万円 

③2450万円超～2500万円以下 15万円 
 

〔注3〕所得及び支払額は、すべて前年中のものです。 

控除額については、13・14ページを確認してください。 

〔注4〕7～13の適用については、前年の12月31日現在（年の途中で死亡したときは、その死亡時） 

で判定します。 

〔注5〕※印については、所得税と住民税で控除額が異なります。13ページをご参照ください。 
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●（参考）所得税と住民税で差のある控除額の比較表 
 

控 除 の 種 類 
控除額 

所得税注１ 住民税 差 額注２ 

障害者控除 

普通障害者 27 万円 26 万円 1 万円 

特別障害者 40 万円 30 万円 10 万円 

同居特別障害者 75 万円 53 万円 22 万円 

寡婦控除 27 万円 26 万円 1 万円 

ひとり親控除 35 万円 30 万円 5 万円注 3 

勤労学生控除 27 万円 26 万円 1 万円 

扶養控除 

一般扶養 38 万円 33 万円 5 万円 

特定扶養 63 万円 45 万円 18 万円 

老人扶養 48 万円 38 万円 10 万円 

同居老親等 58 万円 45 万円 13 万円 

 基礎控除 48 万円 43 万円 5 万円 

〔注 1〕所得税を計算する上で控除される金額です。 

  〔注 2〕この差額を「人的控除額の差」とも言います（税額控除である「調整控除」で用います）。 

  〔注 3〕男性のひとり親の場合、人的控除の差は１万円になります。（旧寡夫控除相当額） 

 

●配偶者控除については以下のとおり 

種 類 納税義務者の所得 
控除額 

所得税注 1 住民税 差 額注 2 

一般配偶者 

900 万円以下 38 万円 33 万円  5 万円 

900 万円超  950 万円以下 26 万円 22 万円  4 万円 

950 万円超 1000 万円以下 13 万円 11 万円  2 万円 

老人配偶者 

900 万円以下 48 万円 38 万円 10 万円 

900 万円超  950 万円以下 32 万円 26 万円  6 万円 

950 万円超 1000 万円以下 16 万円 13 万円  3 万円 

〔注 1〕所得税を計算する上で控除される金額です。 

  〔注 2〕この差額を「人的控除額の差」とも言います（税額控除である「調整控除」で用います）。 

  〔注 3〕納税義務者の合計所得金額が 1000 万円超の場合は控除を受けることが出来ません。 

  〔注 4〕内縁関係については、非該当となります。 

 

※納税義務者の所得が 1,000 万円を超える場合の配偶者控除について 

配偶者の合計所得金額が 48 万円以下であっても、納税義務者の合計所得金額が

1,000 万円を超えている場合については配偶者控除の対象とはなりません。 

しかし、同一生計配偶者に該当し、配偶者に障害がある場合には障害者控除を

受けることが出来ます。 
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●配偶者特別控除については以下のとおり 

配偶者の合計所得 納税義務者の合計所得 
控除額 

所得税注 1 住民税 差 額注 2 

50 万円未満 

900 万円以下 38 万円 33 万円 5 万円 

900 万円超  950 万円以下 26 万円 22 万円 4 万円 

950 万円超 1000 万円以下 13 万円 11 万円 2 万円 

55 万円未満 

900 万円以下 38 万円 33 万円 3 万円 

900 万円超  950 万円以下 26 万円 22 万円 2 万円 

950 万円超 1000 万円以下 13 万円 11 万円 1 万円 

95 万円以下 

900 万円以下 38 万円 33 万円 

なし 

900 万円超  950 万円以下 26 万円 22 万円 

950 万円超 1000 万円以下 13 万円 11 万円 

100 万円以下 

900 万円以下 36 万円 33 万円 

900 万円超  950 万円以下 24 万円 22 万円 

950 万円超 1000 万円以下 12 万円 11 万円 

105 万円以下 

900 万円以下 31 万円 

900 万円超  950 万円以下 21 万円 

950 万円超 1000 万円以下 11 万円 

110 万円以下 

900 万円以下 26 万円 

900 万円超  950 万円以下 18 万円 

950 万円超 1000 万円以下 9 万円 

115 万円以下 

900 万円以下 21 万円 

900 万円超  950 万円以下 14 万円 

950 万円超 1000 万円以下 7 万円 

120 万円以下 

900 万円以下 16 万円 

900 万円超  950 万円以下 11 万円 

950 万円超 1000 万円以下 6 万円 

125 万円以下 

900 万円以下 11 万円 

900 万円超  950 万円以下 8 万円 

950 万円超 1000 万円以下 4 万円 

130 万円以下 

900 万円以下 6 万円 

900 万円超  950 万円以下 4 万円 

950 万円超 1000 万円以下 2 万円 

133 万円以下 

900 万円以下 3 万円 

900 万円超  950 万円以下 2 万円 

950 万円超 1000 万円以下 1 万円 

〔注 1〕所得税を計算する上で控除される金額です。 

  〔注 2〕この差額を「人的控除額の差」とも言います（税額控除である「調整控除」で用います）。 

  〔注 3〕配偶者の合計所得金額が 55 万円未満の人的控除額の差は、税制改正以前の控除額の差に

より計算された額となります。 

〔注 4〕納税義務者の合計所得金額が 1000 万円超の場合は控除を受けることが出来ません。  

〔注 5〕内縁関係については、非該当となります。 

注3 
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●パート収入と税 

  配偶者にパート収入などがあるときは、次の 2 つの点で税に関係してきます。 
 

● 税金がかかるかどうか 

● 配偶者控除の対象になれるかどうか 
 

 

   この関係は次のとおりです。 
 

 

 

令和４年中のパート 

収 入 （ 所 得 ） 金 額 

配偶者自身に税金が 

課税されるどうか 
控除の対象となるかどうか 

（納税義務者の所得が 1000 万 

円を超える場合は非該当） 市・道民税 所得税 

97 万円以下 （所得 42 万円以下） かからない かからない 

認 め ら れ る 97 万円超 103 万円以下 

（所得 42 万円超 48 万円以下） 
課税 かからない 

103 万円超 201 万 6,000 円未満 

（所得 48 万円超 133 万円以下） 
課税 課税 

「配偶者特別控除」に該当し 

所得に応じた控除が 

認 め ら れ る 

201 万 6,000 円以上 

（所得 133 万円超） 
課税 課税 認 め ら れ な い 

▶ なお、収入が給与所得でない場合（外交員・集金人などの事業所得）は、収入 

金額から必要経費を差引いた残額の所得で判断します。 

平成３０年度の個人住民税申告より新たに  

『セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）』が適用となりました  

※ セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一

定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定

のスイッチＯＴＣ医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合

計額が１万２千円を超えるときは、その超える部分の金額（その金額が８万８千円を超

える場合には、８万８千円）について、その年分の所得控除として申告できる制度です

（平成３０年度～令和９年度分に適用）。 

  なお、この制度は、今までの医療費控除との選択適用となりますので、どちらか有利

な制度を選択することになります。 

詳細については、釧路市ホームページにてご確認いただくか市民税課市民税担当まで

お問い合わせください。 
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●税額控除の種類と計算 

 

一定の税額を、算出された所得割額から差引く制度です。主な税額控除についてご

紹介します。 

 

●調整控除 

税源移譲に伴い生じる、所得税と個人住民税の基礎控除や扶養控除等の差額（「人

的控除額」といいます）に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金

額を控除します。この控除を「調整控除」といいます。 

合計課税所得金額が 

200 万円以下の場合 

次のうちのいずれか少ない額の 5％（市 3％、道 2％）を控除 

㋑ 5 万円＋基礎控除以外の人的控除額の差注１の合計額 

㋺ 合計課税所得金額注２ 

合計課税所得金額が 

200 万円超の場合 

次の計算式で算出される額の 5％（市 3％、道 2％）を控除 

5 万円＋基礎控除以外の人的控除額の差の合計額 

－(合計課税所得金額－200 万円） 

※この金額が 2,500 円未満の場合は 2,500 円（市 1,500 円、道 1,000

円）を控除 

〔注 1〕人的控除額の差は 13ページをご参照ください。 

〔注 2〕合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税退職所得金額および課税山林所得金

額の合計額をいいます。 

●住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除） 

 

個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をする際に、

一定の要件を満たす場合に、税額の控除が受けられる制度です。 

減税は、まず所得税でされているところですが、所得税から控除しきれない額を

住民税から控除しています。 

対 象 者 

次の①と②の条件をともに満たす方 

① 平成 25年～令和 4年 12 月末までに入居した方 

②所得税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の対象となる方 

計算方法 

次のいずれか小さい額を控除 

▶所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 

▶所得税の課税総所得金額の 5％（上限：97,500 円） 

または、所得税の課税総所得金額の７％（上限：136,500）注１ 

申  告 所得税の確定申告や年末調整が必要です注２ 

〔注 １〕住民税分の控除額については、次ページのとおりです。 

〔注 2〕控除を受ける最初の年については、確定申告をしなければなりません。 

    ２年目以降は年末調整でも控除を受けることができます。 
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●住宅ローン控除（住民税分）の控除期間と算出方法 

 

※１ 消費税率が 8％または 10％である場合の算出方法になるため、それ以外についての期

間は 10年間、控除額は 5％を乗じた金額（最高 97,500円）となります。 

※２ 注文住宅は令和２年１０月から令和３年９月末まで、分譲住宅などは令和２年１２月

から令和３年１１月末までに契約した場合の算出方法になります。 

※３ 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅の場合は 13年間になります。 

 

  

居住開始時期 控除期間 算出方法 

平成 26 年 3 月 31 日まで 10 年間 所得税の課税総所得金額等×5％（最高 97,500 円） 

平成 26 年 4 月 1 日から 

令和元年 9 月 31 日（※１） 
10 年間 所得税の課税総所得金額等×7％※（最高 136,500 円） 

令和元年 10 月 1 日から 

令和 2 年 12 月 31 日（※１） 
13 年間 所得税の課税総所得金額等×7％（最高 136,500 円） 

令和 3 年 1 月１日から 

令和３年 12 月 31 日 

10 年間 

 
所得税の課税総所得金額等×5％（最高 97.500 万円） 

令和 3 年 1 月１日から 

令和 4 年 12 月 31 日（※１※２） 
13 年間 所得税の課税総所得金額等×7％（最高 136,500 円） 

令和 4 年 1 月 1 日から 

令和 5 年 12 月 31 日 
13 年間 所得税の課税総所得金額等×5％（最高 97,500 円） 

令和 6 年 1 月 1 日から 

令和 7 年 12 月 31 日 

10 年間 

（※３） 
所得税の課税総所得金額等×5％（最高 97,500 円） 
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●寄附金税額控除 

 

地方公共団体等に対する寄附金については、下記の税額控除の制度が適用されます。 

対象となる寄附金 

①地方公共団体に対する寄附金（ふるさと納税） 

②北海道共同募金会 

③日本赤十字社北海道支部 

④北海道が条例で定めた団体（道民税のみ） 

⑤釧路市が条例で定めた団体（市民税のみ） 

控 除 の 計 算 

控除額＝❶❷のいずれか少ない額×10％（市民税 6％、道民税 4％） 

 ❶寄附金額の合計額―2,000 円 

 ❷総所得金額等×30％―2,000 円 

 

更に、寄附金に①地方公共団体への寄附金（ふるさと納税）が含 

まれる場合は、前記に加えて㋑㋺のいずれか少ない額が加算されます。

（特例控除額といいます） 

 

㋑（ふるさと納税の合計額－2,000 円）× 

（90％－｛0～45｝％注 1×1.021 注２）（市民税 3/5・道民税 2/5） 

㋺ 調整控除後の所得割額の 20％ 

 

〔注 1〕寄附者に適用される個人住民税計算上の所得税の限界税率です。 

所得税については(寄附金額－2,000 円)が所得控除となります。 

〔注 2〕復興特別所得税 

※令和元年 6月 1日からふるさと納税指定制度が施行されました。 

 総務大臣の指定を受けていない地方公共団体への寄附については、 

ふるさと納税の対象外となります。 

適 用 下 限 額 2,000 円 

適 用 時 期 等 

指定寄附金の一部は平成 29年 1月 1日以降の寄附金について該当 

します。 

また、市町村により指定寄附金の扱いが異なりますので、ご注意 

ください。 

   

※この他、配当控除・外国税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除があります。 
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●市民税･道民税の計算例① 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●計算手順 

①給与所得を確定します。        4,360,000 円 （8 頁に速算表があります） 

②上記の金額が、均等割・所得割のそれぞれで「課税」に該当するか、しないかを確認します。 

  （4頁に早見表があります） 

均等割が「課税」となる 157万円以上か？ → はい → 均等割課税確定 

                          Ａ（市民税 3,500円＋道民税 1,500円） 

所得割が「課税」となる 182万円以上か？ → はい → ③以下の計算へ 

③所得控除を計算します。（10～12 頁の所得控除一覧をご参照ください）  

社会保険料               400,820円 

生命保険料（一般生命保険）      28,000円（11 頁をご参照ください） 

生命保険料（介護医療保険）      26,500円（ 同 上 ） 

配偶者控除（70 歳未満）       330,000円（70 歳以上の場合は 38 万円） 

扶養控除（長女のみ該当）       330,000円（16 歳未満の控除額は 0 円） 

   基礎控除（全ての納税義務者該当）   430,000円  

以上の合計額     1,545,320円 

④課税所得金額を計算します。  課税所得金額（千円未満切り捨て）＝①－③＝ 2,814,000円 

⑤算出所得割額を計算します。  ④×（市民税 6％＋道民税 4％） 

＝Ｂ市民税 168,840 円＋道民税 112,560 円 

⑥税額控除を計算します。（16頁をご参照ください） 

➊調整控除（合計課税所得金額が 200万円超の計算式を採用）  

＝｛5 万円＋基礎控除以外の人的控除額の差の合計－（合計課税所得金額－200 万円）｝×5％  

＝｛15 万円－（2,814,000 円－200 万円）｝×5％                             

→｛ ｝内がマイナスのため控除下限額を採用する。→市民税 1,500 円＋道民税 1,000円 

➋その他の税額控除なし。 

よって税額控除の合計は、Ｃ市民税 1,500 円＋道民税 1,000円 

 

●税額のまとめ 

   上記計算の結果（Ａ＋Ｂ－Ｃ）税額は次のとおりです。 

     

 
 

●ケース 1 夫（会社員）の給与で生活している世帯 

●家族構成         ●収入 給与 600 万円  

 夫（年齢関係なし）    ●支払 社会保険料           400,820 円   

妻（70 歳未満。無収入）        旧契約の一般生命保険料  30,000 円 

長女（高校生 17 歳）         新契約の一般生命保険料  40,000 円 

   長男（中学生 15 歳）            介護医療保険料        50,000 円 

市民税の年税額  170,800 円（100円未満切捨て） 

道民税の年税額   113,000 円（  同  上  ）     合 計 283,800円 
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●市民税･道民税の計算例② 
 
 
 
 
 
 
 
 

●計算手順 

①公的年金所得を確定します。         1,300,000円 （9頁に計算式があります） 

②上記の金額が、均等割・所得割のそれぞれで「課税」に該当するか、しないかを確認します。  

（4頁に早見表があります） 

均等割が「課税」となる 93 万円以上か？ → はい → 均等割課税確定 

                          Ａ（市民税 3,500円＋道民税 1,500円） 

所得割が「課税」となる 112万円以上か？ → はい → ③以下の計算へ 

③所得控除を計算します。（10～12 頁の所得控除一覧をご参照ください） 

社会保険料（国保保険料）       132,200 円 

社会保険料（介護保険料）        62,313 円 

生命保険料（一般生命保険）       35,000 円（11頁をご参照ください） 

地震保険料（旧長期損害保険料）     10,000 円（10頁をご参照ください） 

配偶者控除（70 歳未満）        330,000円（70 歳以上の場合は 38 万円） 

基礎控除（全ての納税義務者該当）   430,000 円  

以上の合計額         999,513円 

④課税所得金額を計算します。  課税所得金額（千円未満切り捨て）＝①－③＝ 300,000円 

⑤算出所得割額を計算します。  ④×（市民税 6％＋道民税 4％） 

＝Ｂ市民税 18,000円＋道民税 12,000 円 

⑥税額控除を計算します。（16頁をご参照ください） 

➊調整控除（合計課税所得金額が 200万円以下の計算式を採用） 

次のうちいずれか少ない額の 5％ 

㋑５万円＋基礎控除以外の人的控除額の差の合計額（５万円） 

㋺合計課税所得金額（＝300,000 円） 

配分は市民税が 3％、道民税が 2％のため、市民税 3,000 円＋道民税 2,000 円 

    ➋その他の税額控除なし。 

よって税額控除の合計は、Ｃ市民税 3,000 円＋道民税 2,000円 

●税額のまとめ 

   上記計算の結果（Ａ＋Ｂ－Ｃ）税額は次のとおりです。 

     

㋑×5％＝5,000 円 

●ケース２ 夫の年金収入で生活している世帯 

●家族構成            ●収入 年金 240 万円  

 夫（６5 歳以上。年金受給者） ●支払 国保保険料      132,200 円   
妻（70 歳未満。無収入）            介護保険料      62,313 円 
                     一般の旧生命保険料 180,000 円 

                           旧長期損害保険料    40,000 円 
                      （平成 17年契約） 

市民税の年税額  18,500 円（100 円未満切捨て） 

道民税の年税額  11,500 円（  同  上  ）     合 計 30,000円 
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●税の納付 

 

個人住民税の納付方法には、➊普通徴収、➋特別徴収、➌年金特別徴収があります。 

 

➊普通徴収 

自営業をしている方などは、市から郵送される税額決定・納税通知書に同

封されている払込取扱票により、年４回に分けて納めていただきます。 

【納期限】 

１期(6 月末日)、２期(８月末日)、３期(１０月末日)、４期(翌年 1 月末日) 

（納期限が土・日曜日及び祝日の場合はその翌日が納期限になります） 

 

【納付ができる場所】 

市役所（本庁・行政センター・支所）・金融機関・ゆうちょ銀行及び郵便局・

コンビニエンスストア（くわしくは、払込取扱票の裏面をご参照ください） 

 

➋特別徴収 

給与支払者（特別徴収義務者といいます）が、市からの通知にもとづいて、

税額を年 12 回に分けて給料から天引きし（6 月から翌年 5 月までが 1 年間分

です）、給与所得者に代わって納めるという方法です。 

※くわしくは、22 ページをご参照ください。 

 

 ➌年金特別徴収 

 公的年金の支給を受けている 65 歳以上の方は、原則として公的年金が支給

される際に年金支払者が税額を天引きし、年金所得者に代わって納めるとい

う方法です。 

 

【主な条件】 

・65 歳以上の老齢基礎年金受給者（年額 18 万円以上の受給者）であること。 

・介護保険料の天引きの対象となっていること。  等 

 

※65 歳以上で複数種類の所得がある場合は、最大 3 通り（特別徴収・普通徴収・

年金特別徴収）の徴収方法に分かれる場合があります。  
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●特別徴収制度のご案内 

 

個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が納税義務者である従業員に

代わり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天

引きし、納入していただく制度です。（法律で義務付けられています） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収では事業主が従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きし、まとめて

納入するので従業員ご本人が直接金融機関などへ支払いに行く必要がなく、納め忘

れによる滞納の未然防止につながります。また、原則として年税額を 12 分割する

ので納税義務者が直接納付する「普通徴収」に比べて 1 回あたりの負担税額が緩和

されます。 

 

【年税額 6 万円とした場合･･･】 

  

 

 

 

 

 

 

特別徴収を始めるには？ 

・年度当初（6 月）から始めたい場合 

   毎年 1 月末までに提出していただく給与支払報告書を「特別徴収（在職者）」

と「普通徴収（退職者）」に区分して提出してください。 

・年の途中から始めたい場合 

   釧路市ホームページより「市・道民税特別徴収への切替届出書」をダウンロー

ドしていただき、必要事項を記載の上、提出してください。 
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●税の減免 

 

次に該当する方は、市民税の減免を申請することができます。 

詳しくは担当までお問合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本年 1 月 2 日以降に生活保護受給開始された方 

● 学生及び生徒の方 

● 生活保護を受給される方に準ずる生活困窮状態にある方 

● 地震・風水害・火災などにより被害を受けられた方 

 

市民税課市民税担当 電話 0154-31-4514 
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個人市民税についてＱ&Ａ 

Ｑ  年の途中で引っ越した場合の個人住民税の納付先は？ 

私は、今年 4 月 1 日に帯広市から釧路市に引っ越してきましたが､6 月に帯広市役

所から今年度の個人住民税の納税通知書が送られてきました。 

現在は釧路市に住んでいますが、帯広市に納めてよいのでしょうか？ 

 個人住民税は､その年の 1 月 1 日(賦課期日)現在に住んでいた市町村が、前年分の 

所得に基づいて課税することになっていますので、あなたの今年度の個人住民税は、

全額を帯広市に納めていただくことになります。 

Ｑ  死亡した夫の個人住民税は？ 

私の夫は今年の 1 月 20 日に死亡しましたが、夫に対する今年度の個人住民税の納

税通知書が相続人代表として私宛てに送られてきました。 

死亡した夫の個人住民税を納める義務があるのでしようか？ 

個人住民税は、その年の 1 月 1 日（賦課期日）現在に釧路市に住んでいる方に対 

して課税することになっています。あなたの夫が亡くなられたのは今年の 1 月 1 日

以降ですから、今年度の個人住民税は、相続人代表者に納めていただくことになり

ます。 

Ｑ  昨年退職し、現在は無職ですが、個人住民税を納めなければな 

らないのですか？ 

私は昨年会社を退職し、現在は無職です。退職したときに退職金から個人住民税

を天引きされましたが、今年度も個人住民税の納税通知書が送られてきました。 

なぜですか? 

退職金以外の所得(昨年の 1 月 1 日から退職するまでの間に支給された給与等)に 

対する個人住民税は翌年に課税することになっており、その所得に対する納税通知

書が送られたものです。 

Ｑ  配偶者控除に入っているのに納税通知書が届きました。 

 私はパート収入がありますが、夫の配偶者控除に入っています。今回、納税通知

書が届きましたが、どうしてですか？ 

 配偶者控除は前年の給与収入が 103 万円（所得が 48 万円）以下であれば入ること 

ができます。ただし、配偶者の給与収入が 97 万円（所得が 42 万円）を超える場合

は配偶者の方にも個人住民税がかかりますので、納税通知書が送られたものです。 
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個人市民税についてＱ&Ａ 

Ｑ  税務署で「確定申告」はいらないと言われたのですが？ 
       私は、妻と 2 人で、私の年金(年額 260 万円)だけで生活しているので、確定申告

は不要と言われました。釧路市に対しても申告は不要なのでしょうか？ 

公的年金 400 万円以下で、かつその他の所得が 20 万円以下の方は確定申告が不 

要になりました（ただし、マイホームを住宅ローンで取得した場合や、一定額以上

の医療費を支払った場合等は、確定申告をすると所得税が還付になる場合もありま

す。くわしくは税務署までお問合せください）。 

個人住民税については、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除（扶

養控除や社会保険料控除等）がある場合、もしくは、公的年金以外に所得がある方

は、個人住民税の申告が必要になります（年金からの天引き以外に普通徴収分の国

民健康保険料がある場合などは、申告をしないと社会保険料控除が個人住民税の計

算に反映されませんので本来よりも税額が高くなる可能性があります）。 

Ｑ  個人住民税が二重に課税されている気がするのですが？ 
個人住民税を銀行で納めています（普通徴収）が、年金からも天引き（年金特別

徴収）されています。これは個人住民税が二重に課税されていませんか？ 

個人住民税を二重に課税することはありません。 

65 歳以上で年金特別徴収が初年度の方は、年税額の半分を普通徴収により 2 期に

分けて納付いただき、残りの半分を年金特別徴収により 10 月以降に支給される年金

より 3 回（10 月・12 月・2 月）に分けて納付いただくこととなっております。 

また、年金の他に給与または不動産・営業等の所得がある場合、年金から天引き

される個人住民税は、年金の所得に対する税額ですので、その他の収入分について

は、それぞれ給与からの天引き（給与特別徴収）や普通徴収で納めていただくこと

になります。なお、年金振込通知書の「個人住民税額」欄が、個人住民税の年金特

別徴収に該当します。 

Ｑ  前年と収入が全く変わっていないのに、昨年と税額が違うのは 

なぜでしょうか？ 
私は年金収入のみで生活をしており、昨年と収入は変わっていないのに、個人住民

税の税額が上がりました。理由がわかりません。 

前年度の納税通知書と見比べて何か変更点はないでしょうか？ 

例えば、一般扶養控除が 1 人外れることによって、33 万円の控除がなくなります。 

そのため、個人住民税の税率が 10％なので概算で調整控除含めて35 ,500円の税額が

上がることになります。 

また、前年医療費控除の申告をされた場合等も税額に影響がありますので、申告

漏れがあれば、確定申告または個人住民税申告が必要になります。 
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個人市民税についてＱ&Ａ 

Ｑ  今年、退職金を受取りましたが、来年の個人住民税はどうなり

ますか？        

私は今年３月に退職金を受取りました。来年の個人住民税はどうなりますか？ 

退職金の受取り方には一括で受取る方法と年金形式で受取る方法、更にこれらを 

併用することになっているため、支払者が支給時に個人住民税の計算を行い、精算

した額を退職者に支払うことになっています。よって翌年の個人住民税の計算には

含まれません。 

なお、年金形式で受取る場合には、受取った翌年の個人住民税から「雑所得」と

して税額計算の対象となります。 

Ｑ  身体障害者手帳を持っているのですが？ 

私は、身体障害者手帳を持っており、毎年、身体障害者控除を受けています。 

この控除を受けるためには、毎年申告が必要ですか？ 

申告は毎年必要です。給与・年金の源泉徴収票、確定申告に記載がなければ個人 

住民税の申告が必要になりますので、障害者手帳を持参の上、市役所 1 階市民税課

または、阿寒町行政センター・音別町行政センターで申告をしてください。 

ただし、もともと非課税の場合で証明等に影響がなければ申告の必要はありませ

ん。扶養控除・寡婦控除等も障害者控除と同様となります。 

Ｑ  国民年金保険料が免除になると個人住民税も免除になりますか？ 

私は単身で、前年の給与収入は 100 万円程であったため、国民年金保険料が免除 

されています。この場合、個人住民税も免除になりますか？ 

個人住民税は前年の所得に応じて課税されます。所得が少ない場合には、その所

得に応じて均等割のみの課税とされる場合や均等割も含めて非課税となる場合があ

ります（4 ページをご参照ください）。 

なお、どうしても納期限までに納められない事情がある方は、ご相談に応じてい

ます（34 ページをご参照ください）。 
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事務所・事業所等を有していた月数  × 税 率 
12 か月         (下表) 

 

課税標準となる法人税額 × 税率 

法人の市民税 

法人の市民税は、釧路市内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税金で、資

本等の区分に応じて一定の金額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負

担していただく法人税割があります。 

●法人の市民税を納めていただく法人 

納税義務者 
納 め る 税 割 

均等割 法人税割 

市内に事務所や事業所を有する法人 ○ ○ 

市内に寮や保養所等を有する法人で､市内に事務所や事業
所を有していないもの 

○ ― 

市内に事務所や事業所等を有する公共法人及び収益事業
を営まない公益法人等 

○ ― 

 

●税額の計算方法 

●均等割の計算と税率 

 

 

資本金等の額 
市内の従業者数の合計数 

50人超 50人以下 

50億円を超える法人 3,600,000円 492,000円 

10億円を超え 50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円 

   1億円を超え10億円以下の法人 480,000円 192,000円 

   1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円 156,000円 

   1千万円以下の法人 144,000円 60,000円 

上記以外の均等割のみの法人 60,000円 

※従業者数の合計数➡市内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数。 
※資本金等の額➡資本金の額または出資金の額または純資産額等。 

           （「資本金＋資本準備金」と比較し、いずれか多い金額） 
※上記の判定の時期➡法人ごとの事業年度の末日現在。 

●法人税割額の計算と税率 

      

 

 

※市外にも事業所等がある場合は、従業者数によって市町村ごとに法人税額を按分します。 

区 分 
平成26年10月1日以後に 

開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に 

開始する事業年度 

税 率 １２．１％ ８．４％ 
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法人の市民税に関するお問合せ先 

●市役所 市民税課 税務担当 電話(直通) 0154-31-4513 

●阿寒町行政センター市民課 電話(代表) 0154-66-2121 

●音別町行政センター市民課 電話(代表) 01547-6-2231 

●申告と納税 

法人の市民税は申告納税制度に基づき、各法人の事業年度が終了した後定めら

れた期限内に申告書を提出するとともに、自らその申告した税額を納付していた

だくことになります。 

 

申告の種類 申告納付の期限と納める税額 

確定申告 

・事業年度終了の日の翌日から、原則として２か月以内。 

・申告納付額は､均等割額と法人税割額を合計した額。ただ

し、すでに前年度の確定申告に基づいて予定（中間）申告が

されており既に納めた税額がある場合には、その額を差し引

いた額を納める。 

予定申告 

中間申告 

・事業年度開始の日以後６か月を経過した日から２か月以内。 

・申告納付額は、均等割額と法人税割額を合計した額。 

●予定申告 

均等割 ：年税額の 2 分の 1（６か月分） 

法人税割：前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 

●中間申告 

均等割 ：年税額の 2 分の 1（６か月分） 

 法人税割：事業年度開始の日以降 6 か月の期間を 1 事業年度

とみなし仮決算により計算した額 

 

●法人等の設立・開設・変更に伴う届出 

市内に新しく法人等を設立､または事務所や事業所を開設した場合は､２か月以

内に、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度等の必要事項を市役所

に届け出てください。 

また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更等、届出内容に変更

を生じたときも、変更事項の異動届出が必要です。 
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市税の納付 

●納付の場所 

市税は、定められた期日までに次の場所で納めてください。 

●市役所、支所等で納付される場合 

市 役 所 、 阿 寒 町 行 政 セ ン タ ー 、 音 別 町 行 政 セ ン タ ー 、 阿 寒 湖 温 泉 支 所  

 

●金融機関で納付される場合 

銀行 北 洋 銀 行 、 北 海 道 銀 行 、 北 陸 銀 行 、 み ず ほ 銀 行  

信 用 金 庫  
釧 路 信 用 金 庫 、 網 走 信 用 金 庫 、 大 地 み ら い 信 用 金 庫 、  

北 見 信 用 金 庫  

信 用 組 合  釧 路 信 用 組 合  

労 働 金 庫  北 海 道 労 働 金 庫  

農 業 協 同 組 合  釧 路 丹 頂 農 業 協 同 組 合 、 阿 寒 農 業 協 同 組 合  

郵 便 局  郵 便 局 及 び ゆ う ち ょ 銀 行  

漁 業 協 同 組 合  北 海 道 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 （ 釧 路 支 店 の み ）  

 ●コンビニエンスストアで納付される場合 

セ ブ ン -イ レ ブ ン 、 ロ ー ソ ン 、 セ イ コ ー マ ー ト 、 ハ セ ガ ワ ス ト ア 、  

Ｍ Ｍ Ｋ 設 置 店 、 く ら し ハ ウ ス 、 ス リ ー エ イ ト 、 生 活 彩 家 、 タ イ エ ー  

デ イ リ ー ヤ マ ザ キ 、 フ ァ ミ リ ー マ ー ト 、 ヤ マ ザ キ デ イ リ ー ス ト ア ー 、  

ヤ マ ザ キ ス ペ シ ャ ル パ ー ト ナ ー シ ョ ッ プ 、  

ニ ュ ー ヤ マ ザ キ デ イ リ ー ス ト ア 、 ポ プ ラ 、 ミ ニ ス ト ッ プ 、  

ロ ー ソ ン ス ト ア 100、 ハ マ ナ ス ク ラ ブ  

※「ＭＭＫ(マルチメディアキオスク)設置店」とは… 

店頭に置いて「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗を言います。 

上記コンビニエンスストアと同様の料金収納業務が行えるサービスです。 

ＭＭＫ端末は、主にスーパーやドラッグストアなどの店舗に設置されています。 

※以下のような納付書は、コンビニエンスストアでの納付（お支払い）はできません。 

■ コンビニ使用期限（発行後２年）を過ぎている 

■ バーコードの印字がされていない 

■ バーコード部分が汚損している 

■ １件（１枚）で 30 万円を超えている 

■ 金額が訂正されている 
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●スマートフォン決済アプリで納付される場合 

  

 

 

１ 取扱税目及び科目                          

 

 

 

 

 

※以下のような納付書は、スマートフォン決済アプリでの納付（お支払い）はできません。 

■ 使用期限（発行後２年）を過ぎている 

■ バーコードの印字がされていない 

■ バーコード部分が汚損している 

■ １件（１枚）で 30 万円を超えている 

■ 金額が訂正されている 

 

２ スマホ収納の注意点                         

●納税証明書、納付額確認書 

スマホアプリで納付した場合、納付から納税証明書、納付額確認書の発行まで最大

２週間程度、お時間をいただく場合があります。 

すぐに証明書等必要な方はスマホアプリでの納付以外の納付方法（金融機関、コン

ビニ等）をご利用下さい。 

 

●領収書 

領収書は発行されません。納付履歴についてはスマホアプリの取引履歴等によりご

確認ください。 

 

●その他 

金融機関やコンビニエンスストア窓口でのアプリケーションによる納付はできませ

ん。スマホ収納済みの納付書について、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で

二重納付しないようご注意ください。 

  

PayPay 請 求 書 払 い  

LINE Pay 請 求 書 支 払 い  

J-Coin 請 求 書 払 い  

支 払 秘 書  

ｄ 払 い  請 求 書 払 い  

au Pay（ 請 求 書 支 払 い ）  

市道民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税 

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・市営住宅使用料・ 

し尿処理手数料・保育料 

納税課キャラクター 

おさむ(仮） 

2023 年（令和５年）４月１

日より、スマートフォン決済

アプリから納付できます！ 
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●口座振替 

ご指定いただいた金融機関口座から、納期限の日に自動的に振替えて納付となりま

す。一度手続きを行うと、翌年度以降も継続されます。 

１ 取扱税目及び科目                           

 

 

 

 

✻阿寒地区･音別地区の次の科目については､取扱金融機関に制限がありますので、 

   くわしい内容に関しては各行政センターにお問合わせください。 

阿寒地区 

１  取 扱 科 目  

農村住宅使用料、建物貸付料、アイヌ住宅改良資金貸付金、 

地優賃住宅使用料、地優賃共同電気料、地優賃駐車場使用料、 

教職員住宅使用料、公住浄化槽使用料、墓地管理手数料、 

農業用水道使用料、通所介護サービス費、認定こども園保育料、 

認定こども園一時預かり事業保育料、認定こども園給食費、 

下水道事業受益者分担金 

２  取 扱 金 融 機 関  

釧路信用金庫、阿寒農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局） 

３  お 問 合 せ 先  

阿寒町行政センター市民課 ℡０１５４－６６－２２１０ 

音別地区 

１  取 扱 科 目  

公営住宅共益費、教職員住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、 

地優賃住宅使用料、地優賃駐車場使用料、地優賃共益費、 

通所介護サービス費、訪問介護サービス費、福祉保健センター使用料、 

農業用水道使用料、下水道事業受益者分担金、墓地管理手数料 

２  取 扱 金 融 機 関  

北海道銀行、大地みらい信用金庫、釧路丹頂農業協同組合、 

ゆうちょ銀行（郵便局） 

３  お 問 合 せ 先  

音別町行政センター市民課 ℡０１５４７－６－２２３１ 

市道民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税 

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・市営住宅使用料・ 

し尿処理手数料・保育料・釧路市奨学金(教育委員会扱い) 
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２ 取扱金融機関                             

銀行 北 洋 銀 行 、 北 海 道 銀 行 、 北 陸 銀 行 、 み ず ほ 銀 行  

信 用 金 庫  
釧 路 信 用 金 庫 、 網 走 信 用 金 庫 、 大 地 み ら い 信 用 金 庫 、  

北 見 信 用 金 庫  

信 用 組 合  釧 路 信 用 組 合  

労 働 金 庫  北 海 道 労 働 金 庫  

農 業 協 同 組 合  釧 路 丹 頂 農 業 協 同 組 合 、 阿 寒 農 業 協 同 組 合  

郵 便 局  郵 便 局 及 び ゆ う ち ょ 銀 行  

漁 業 協 同 組 合  北 海 道 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 （ 釧 路 支 店 の み ）  

 

３ 申込み手続き                              

  お手続きには、預貯金通帳・預貯金通帳の届出印・納税（納入）通知書又は払込

取扱票が必要となります。市役所及び行政センター・阿寒湖温泉支所、取扱金融機

関で受付可能です。日中お忙しい方には、ご依頼により郵送での受付も可能です。 

また、ゆうちょ銀行（郵便局）窓口に備付けの「自動振込利用申込書」でも申込

みができます。 

  【振込先は  加入者名→ 釧路市会計管理者 / 口座番号→ 02720-3-13844】 

 

４ 振替開始の時期                             

申込み月の翌月末に到来する納期分から振替となります。軽自動車税については、

5 月以降に申込があった場合は、翌年度からの振替になります。 

 

５ 振替日                                 

振替日は各期の納期限です。（土・日・祝日の場合は、翌営業日となります） 

ただし、口座振替は指定納期１期～４期以外は振替できません。指定納期後に税

額に変更があった場合、送付される払込取扱票で納めていただくことになります。 

 

 

  

口座振替に関するお問合せ先 

市役所 納税課 納税担当 電話（直通）0154-31-4517 
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滞納処分と納付相談 

●納期内納付 

市税の納付にあたっては「納期内の納付」が原則です。納期限を過ぎますと、延

滞金の発生・滞納処分の執行の対象となります。 

●延滞金 

定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納した場合には、

自主的に納期限までに納めていただいた方との公平を保つため、本来納めるべき金

額のほかに「延滞金」も合わせて納めていただかなければなりません。 

令和５年については、納期限の翌日から 1 か月を過ぎる日までは、年 2.4％の割

合、それ以降は納付の日までの日数に応じ、年 8.7％の割合で加算されます。 

●市税の滞納 

滞納が発生すると、まず督促状により納付を促すことになります。たとえ、滞納

がうっかりした不注意によるものであっても同じです。 

そして法律では、「督促状を発した日から１０日を経過した日までに完納しない

とき」は「財産を差し押さえなければならない。」と決められています。 

したがって、このような場合は、やむを得ずその人の財産（給与、年金、預貯金、

生命保険、不動産、動産、有価証券等）を差押えることになります。 

●滞納処分の流れ 

具体的には、以下のような流れによる滞納処分を実施し、過去の滞納分のみなら

ず、現年度分についても納期ごとに差押えを実施しております。 

納税義務の発生  

↓  

納付書の発送  

↓  

納期限到来 …納期限が過ぎた場合、延滞金がかかります。 

↓  

督促状の発送 …納期限までに納付がない方に対し、督促状を送付します。 

↓  

財産の調査 （勤務先への給与照会、預貯金、生命保険の契約状況など） 

↓  

財産の差押え （預貯金のほか、自宅への捜索の上、動産を差押えることもあります） 

↓  

換価処分 （預金、生命保険解約返戻金等の取立て、差押物件等の公売等） 
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●納税の猶予制度 

市税は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの事情に

より一括して納付できない場合には、納税を猶予する以下のような制度がありま

す。 

猶予の申請を行う際には、納税課へご相談ください。 

●徴収猶予 

次の事情により、市税を一時に納付することができないと認められる場合や、

本来の期限から１年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付

することができない理由があると認められる場合に、申請に基づき、原則として

１年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。（担保の提供が

必要な場合があります。） 

 

 

 

 

 

●換価の猶予 

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするお

それがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、申請

に基づき、原則として１年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があ

ります。（担保の提供が必要な場合があります。） 

●納税相談 

納期限までに納められない事情がある方は､しっかりと相談に応じますので､ご

連絡ください。 

また、下記のとおり休日の納付相談窓口を開設していますのでご利用ください。 

● 市役所本庁舎１階納税課 

● 毎月第４週目の土曜日（午前 9 時から午後 5 時まで） 

※ 都合により開設日の日程が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

納税課キャラクター 

おさむ(仮） 

● 財産について災害を受け、又は盗難に遭ったとき 

● 納付者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき 

● 事業を廃止し、又は休止したとき 

● 事業につき著しい損失を受けたとき 

納税に関するお問合せ先 

市役所 納税課 納税担当 

電話（直通）0154-31-4517、31-4518 
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市税の証明･閲覧等の手数料 

〔注１〕証明・閲覧が複数年度にわたる場合は、年度ごとに手数料が必要です。 

〔注２〕所得（課税）証明について、前年の所得等について申告をしていない方の分は、支所       

では発行できない場合があります。 

〔注３〕納税に関する証明について、納税されてから２週間以内に申請される場合は、領収書の

提示が必要となる場合があります。 

※戸籍住民課で取扱う証明は限定されますので、詳細は市民税課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 証明・閲覧の種類 単 位 料 金 

取   扱   い  

市役所 
本庁１階 

(市民税課) 

市役所防災
庁舎２階 

(戸籍住民課) 

行 政 
センター 

支 所 

市道民税 所得（課税）証明 1 通 450 円 ○ ○(※) ○ ○ 

 

 

 

固定資産 

所  在  証  明 

1 筆 
1 棟 

450 円 ○ × ○ ○ 評  価  証  明 

公  課  証  明 

住宅用家屋証明 1 件 1,300 円 ○ × ○ × 

課 税 台 帳 閲 覧 1 筆 
1 棟 

350 円 
○ × ○ × 

地 番 図 閲 覧 1 枚 ○ × × × 

納  税 

完 納 証 明 1 通 450 円 ○ × ○ ○ 

納  税  証  明 １ 税目 450 円 ○ × ○ ○ 

検査用軽自動車税納税証明 無  料 ○ ○(※) ○ ○ 

原動機付自転車標識再交付 

小型特殊自動車標識再交付 
1 件 100 円 ○ × ○ × 

●釧路市役所  〒085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地 市役所１階 
市民税課   市民税担当〔個人普通徴収･年金特別徴収〕 電話 0154-31-4514 

市民税担当〔個人給与特別徴収〕     電話 0154-31-4515 
税 務 担 当〔法人/証明･閲覧〕 電話 0154-31-4513 

納 税 課    納 税 担 当〔納税相談〕                  電話 0154-31-4517、31-4518 
納 税 担 当〔口座振替〕 電話 0154-31-4572 

●阿寒町行政センター  〒085-0292 釧路市阿寒町中央１丁目４番１号 
市民課     市民サービス担当 電話 0154-66-2210 

●阿寒湖温泉支所 阿寒町阿寒湖温泉２丁目６番１号 電話 0154-67-2505 

●音別町行政センター  〒088-0192 釧路市音別町中園１丁目１３４番地 
市民課    市民サービス担当 電話 01547-6-2231 

●鳥 取 支 所    釧路市住之江町６番２５号 電話 0154-23-8408 



 

 

 

 



 

税に関する情報 

  ▶ 釧路市ホームページ               http://www.city.kushiro.lg.jp/ 

        （ ホーム ＞ くらし ＞ 税金 ） 

  ▶ 北海道総務部税務課ホームページ  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim 

 ▶ 国税庁『タックスアンサー』      http://www.nta.go.jp/taxanswer/ 

 

 

 

行政機関 

 ▶ 北海道釧路総合振興局課税課 

 〒085-8588 釧路市浦見 2 丁目 2 番 54 号 ℡43-9160 

 ▶ 釧路税務署 

 〒085-8515 釧路市幸町 10 丁目 3 番地 釧路合同庁舎 2 階 ℡31-5100 

 

 

 

令和５年度 

市民税のしおり 

令和５年７月発行 
 

編集/発行 釧路市財政部市民税課 

〒085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地 

電話 0154-23-5151 内線 3131 

FAX 0154-25-8530 

E-mail shi-zeimu@city.kushiro.lg.jp 
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